
【裏面もご確認ください】 

摂津市立子育て総合支援センターにおける一時預かり事業の 

利用申込及び利用者の決定方法について 

 

 

【ご利用の方法】 

①新年度登録のための書類提出（子育て総合支援センターへ提出（窓口もしくは郵送）） 

…利用希望月の予約受付期間終了日までに提出してください。 

ⅰ「摂津市一時預かり利用登録兼申込書」（様式第 1号）（裏面：健康調査票） 

 …児童 1名につき 1枚提出 

 ⅱ一時預かり利用要件申告書   

  …保護者それぞれに要件がある場合（育児リフレッシュ以外） 

保護者 1名につき 1枚ずつ提出  

    …育児リフレッシュの場合世帯につき 1枚のみ提出 

②予約申込み（毎月の予約） 

  ・受付スケジュール…受付利用希望月の前々月 25日～末日まで。 

            抽選結果公表利用月前月の第３営業日の 17時頃 

   （例：4月利用分→2月 25日～28日まで受付→3月 3日 17時頃に結果公表） 

   （例：5月利用分→3月 25日～31日まで受付→4月 5日 17時頃に結果公表） 

  ・受付方法…原則電子申請。裏面のＱＲコードもしくは摂津市のホームページから、入

力フォームに入力・送信してください。受付期間中、子育て総合支援セン

ターにて電話もしくは窓口(いずれも 9時～17時)でも同様に受付。 

  ・利用者決定方法…無作為抽選で利用者を決定します。（抽選は非公開です。） 

  ・抽選結果の発表…ホームページにて公表。個人が特定できないよう、予約時に登録完

了メールでお知らせする予約番号を用いて結果を公表します。空き

枠やキャンセル待ち順位も同様に公表します。 

  （抽選・再抽選終了後の予約申込は、電話・窓口でのみ受け付けます。） 

③抽選の結果空き枠がある場合 

  …抽選日の 5営業日後に再抽選・公表を行います。予約申込みと同様の手続きをして 

いただきますが、申込方法の詳細は 1回目の抽選結果公表の際にご案内します。 

④キャンセルが出た場合 

  …キャンセル待ちの順に利用者を決定し、利用日の前日までに個別に電話連絡します。 

 

【抽選の方法について】 

・これまで行っていた月初日の施設での受付は行いません。 

・提出いただいた利用要件に応じて、利用上限日数を設定します。 

 …就労、就学（職業訓練）、通院等は週 3日以内、育児リフレッシュは月 4日以内（父母

とも要件に当てはまる場合に就労等の要件となります。どちらかでも要件が無い場合

は、育児リフレッシュとなります。） 

・抽選は保護者ごとに行います。きょうだいで利用希望の方は、当選した利用日には登録さ

れたきょうだい全員をお預かりします。一人だけ預けられないということはありません。 

（例）4月利用→2月 28日

迄 

(利用理由や利用が必要な日を確認させていただきます) 

（営業日:月～金） 

子育て総合支援センターへの問い合わせ・書類提出・

申込受付は平日（9時～17時）にお願いします。 



【注意事項】 

・一時預かり事業の実施については、別紙「一時預かり事業のお知らせ」のとおりです。

（これまでと変更はありません。利用申込と利用者の決定方法の変更のみのお知らせで

す。） 

・このお知らせは子育て総合支援センターでの一時預かりについてのものです。その他の市

内保育施設での運用は異なりますので、各施設にお問い合わせください。 

・お預かりするお子様の年齢分布や、お子様の保育の慣れ等の状況により、１日にお預かり

できる人数が変わります。あらかじめご了承ください。 

・今後の申込状況、利用状況等により、適した運用方法に変更する場合がありますので、あ

らかじめご了承ください。 

・先着順により受付する従来の方法では、先着された方は利用上限までは日数の制限なく予

約できましたが、予約方法の変更により、一定の制限が生じる（希望する日に必ずしも利

用できない）ことが想定されますので、あらかじめご了承ください。ご利用者様によって

は、結果的にご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、何卒ご理解、ご協力をお

願いいたします。 

 

【利用申込フォーム】 

 利用申込は以下の URL（もしくはＱＲコード）から、入力フォームに進んでください。ま

た、施設からのお知らせ事項がある場合も随時こちらに掲載しますので、ご確認をお願いい

たします。 

【抽選結果の確認】 

利用月前月の第３営業日の 17時頃にホームページで公表します。 

 

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki 

/jisedaiikuseibu/kodomokyouikuka/ichiji/18885.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

【制度に関するお問合せ】 
摂津市教育委員会事務局  
次世代育成部 こども教育課 
電話：０６－６３８３－１１８４（直通） 

【書類提出・予約申込・利用に関するお問い合わせ】 
子育て総合支援センター（認定こども園） 
〒５６６－００１１ 
摂津市千里丘東１丁目１６番２号 
電話：０７２－６３１－９４２８ 

（窓口・電話での対応は、平日９時から１７時まで。それ以外（時間外・

土日祝）は対応いたしかねますのでご了承ください。） 


